
証券コード：7438

日　時

2022年6月24日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

第70回 定時株主総会
招 集 ご 通 知

場　所

議　案

第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　定款一部変更の件
第3号議案　取締役（監査等委員である

取締役を除く。）10名選任の件
第4号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

　株主総会にご出席の株主様へのお土産
のご用意はございません。
　何卒ご理解くださいますようお願い申
しあげます。

　会場内での新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、株主の皆様には株主
総会当日のご来場をお控えいただき、議
決権の行使は書面又はインターネット等
による方法をご利用いただきますようお
願い申しあげます。

大阪市北区中之島五丁目3番51号
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12階　特別会議場
開催場所が昨年と異なりますので、ご注意ください。

（末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。）
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◎ 当社は、法令並びに当社定款第15条の規定に基づき、添付書類のうち次に掲げる事項をインターネット上の
当社ホームページに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保するための体制の運用状況」及び「会

社の支配に関する基本方針」
② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

 従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、会計監査人及び監査等委員会が監査を
した対象の一部であります。

◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項に修正の必要が生じた場合に
は、直ちにインターネット上の当社ホームページにて、修正後の内容を開示いたします。

◎ 今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、直ちにイ
ンターネット上の当社ホームページにて、お知らせ申しあげます。

当社ホームページ ▼
https://www.kondotec.co.jp/ir/stocksinfo/meeting.html

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第70回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
　なお、会場内での新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場はお控えい
ただき、議決権の行使は書面又はインターネット等による方法をご利用いただきますようお願い申し
あげます。
　お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、２～３ページの方法により2022年６月
23日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。 敬　具

記

１．日　　時 2022年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始:午前９時）

２．場　　所 大阪市北区中之島五丁目3番51号
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12階　特別会議場
開催場所が昨年と異なりますので、ご注意ください。（末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目的事項 報告事項　１．  第70期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

　　　　　２．第70期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 以　上

株　主　各　位 大 阪 市 西 区 境 川 二 丁 目 ２ 番90号

代表取締役社長 近　藤　勝　彦
第70回定時株主総会招集ご通知

（証券コード：7438）
2022年６月２日

　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
　何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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書面による議決権行使の場合
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、郵送にてご返送
ください。
　なお、各議案につき賛否のご表示のない場合は、賛成の意思表示があったもの
としてお取り扱いいたします。

 行使期限　2022年６月23日（木曜日）午後５時30分必着

インターネット等による議決権行使の場合
　「インターネット等による議決権行使のご案内」（３ページ）をご参照のうえ、 
議案に対する賛否をご入力ください。

 行使期限　2022年６月23日（木曜日）午後５時30分まで
　※ただし、毎日午前２時から午前５時まではお取り扱いを休止いたします。

株主総会にご出席いただく場合
　同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
　開催場所につきましては、末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。

 開催日時　2022年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始:午前９時）
 　

◎ 議決権の行使について 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネッ
ト等による議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

  また、インターネット等により複数回議決権を行使された場合は、最後（ただし議
決権行使期限前に限る）に行使された内容を有効とさせていただきます。

2

議決権行使方法のご案内
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パ
スワード」を入力しクリックしてください。2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入
力ください。

2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入
力する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見本

見本

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入
力ください。

4
※操作画面はイメージです。



株　主　総　会　参　考　書　類
議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
　　剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

　　　期末配当に関する事項
　　　  　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な施策として位置づけ、今後もM＆A等による

戦略投資、成長に向けた積極的な事業投資の拡大を図り、収益力の向上に努めるとともに、資
本効率の向上に取り組んでまいります。

　　　  　配当につきましては、連結業績、連結配当性向について十分留意しながら、連結純資産配当
率（DOE）2.5％以上を目標として、株主の皆様へ継続的に増配を行うことを基本方針として
おります。

　　　  　DOEは、純資産の中から配当金として還元する割合を示しており、一時的な利益の増減に左
右されず安定的な配当の実現を可能とする指標となります。なお、当社グループは、資本効率
を示す自己資本当期純利益率（ROE）10.0%以上も目標としております。これは、毎期一定以
上の利益を計上することにより、配当額決定の基礎となる純資産が増加する結果、継続的な増
配が可能となることを意味しております。

　　　  　当事業年度の期末配当につきましては、業績等を勘案し、株主の皆様の日頃のご支援にお応
えするため、１株につき前事業年度比50銭増配の16円とさせていただきたく存じます。これ
により、すでに実施しております中間配当１株につき16円を加えました年間配当金は、１株に
つき32円となります。
配当財産の種類 金銭
配当財産の割当に関する事項
及びその総額

当社普通株式１株につき16円
総額411,151,648円

剰余金の配当が効力を生じる日 2022年６月27日
（ご参考）配当金の推移

中間
12

期末
12

24

第66期
2018年3月期

中間
15.5

期末
15.5

31

第69期
2021年3月期

中間
14.5

期末
14.5

29

第68期
2020年3月期

中間
13

期末
13

26

第67期
2019年3月期

中間
16

期末
16

32

第70期
2022年3月期

（円）

4



第２号議案 定款一部変更の件
　　１．提案の理由

（１）事業目的の一部変更
　当社及び当社子会社を含めた事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大及
び多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）の事業目的を一部変更するもので
あります。

（２）株主総会参考書類等の電子提供措置の導入
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度
導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

① 変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとる旨を定めるものであります。

② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範
囲を限定するための規定を設けるものであります。

③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は
不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

　　２．変更の内容
　　　　　変更の内容は次のとおりであります。
 （下線は変更部分を示します。）

現　行　定　款 変　　更　　案

第１条 （条文省略）

（目　　的）
第２条 　当会社は、つぎの事業を営むことを

目的とする。
（１）～（２） （条文省略）
（３） 自動車部品及びその付属品の製造、販売

及び輸出入
（４） 合成樹脂、工業用プラスチック製品、紐、

袋、ネット、シート、塗料、油脂及びそ
の他化学製品の製造、販売及び輸出入

第１条 （現行どおり）

（目　　的）
第２条 　当会社は、つぎの事業を営むことを

目的とする。
（１）～（２） （現行どおり）
 （削　　除）

（３） 合成樹脂製品、合成繊維製品、塗料、油
脂及びその他化学製品の製造、販売及び
輸出入
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現　行　定　款 変　　更　　案

 （新　　設）

（５） （条文省略）
（６） 生産用、業務用、はん用機械器具及びそ

の他機械器具の設計、開発、製造及び販
売

（７）つぎの商品の販売及び輸出入
　イ． ワイヤーロープの加工用機械及び鉄骨

加工用機械
　ロ．日曜大工用品及び日用品雑貨
　ハ．楽器
　ニ．工業用ゴム製品
　ホ．園芸用品及びキャンプ用品
　へ．石材及び石材製品
　ト．衣料用繊維製品
　チ． 一般機械器具、輸送用機械器具及びそ

の付属機器、部品
　リ． 電気機械器具、空調設備機器、給湯設

備機器、ガス器具、石油器具及びその
付属機器、部品

　ヌ． 事務機器、情報通信機器、音響機器及
びその付属機器、部品

　ル． 防災、防火、防犯及び安全に関する設
備機器、用具、用品

 （新　　設）

（４） アルミニウム等の非鉄金属及びその合金
の押出形材、板材等の製造、販売及び輸
出入

（５） （現行どおり）
（６） 生産用、業務用、はん用、輸送用機械器

具及びその他機械器具の設計、開発、製
造、販売及び輸出入

 （削　　除）

（７） 電気機械器具、空調設備機器、給湯設備
機器、ガス器具、石油器具、事務機器、
情報通信機器及びその付属機器、部品の
製造、販売及び輸出入

6



現　行　定　款 変　　更　　案

 （新　　設）

 （新　　設）

（８）～（15） （条文省略）

第３条～第14条 （条文省略）

（株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供）
第15条 　当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算書
類及び連結計算書類に記載または表示
をすべき事項に係る情報を法務省令に
定めるところに従い、インターネット
を利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすこ
とができる。

 （新　　設）

（８） 日曜大工用品、日用品雑貨、園芸用品及
びキャンプ用品の製造、販売及び輸出入

（９） 防災、防火、防犯及び安全に関する設備
機器、用具、用品の製造、販売及び輸出
入

（10）～（17） （現行どおり）

第３条～第14条 （現行どおり）

 （削　　除）

（電子提供措置等）
第15条 　当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類等の内容である情報につ
いて、電子提供措置をとるものとする。

　　 2 ．当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部ま
たは一部について、議決権の基準日ま
でに書面交付請求した株主に対して交
付する書面に記載しないことができる。
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現　行　定　款 変　　更　　案

第16条～第36条 （条文省略）

附　　則

第１条 （条文省略）

 （新　　設）

第16条～第36条 （現行どおり）

附　　則

第１条 （現行どおり）

（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
第２条 　変更前定款第15条（株主総会参考書

類等のインターネット開示とみなし提
供）の削除及び変更後定款第15条（電
子提供措置等）の新設は、会社法の一
部を改正する法律（令和元年法律第 70 
号）附則第１条ただし書きに規定する
改正規定の施行の日である2022年９月
１日（以下「施行日」という。）から効
力を生ずるものとする。

　　２ ．前項の規定にかかわらず、施行日から
６か月以内の日を株主総会の日とする
株主総会については、変更前定款第15
条（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）はなお効力を有
する。

　　３ ．本附則第２条は、施行日から６か月
を経過した日または前項の株主総会の
日から３か月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。

8



第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
　本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）
9名全員が任期満了となります。
　つきましては、経営陣の充実及び強化を図るため、１名増員し、取締役10名の選任をお願いする
ものであります。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任である
と判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　　　　名 当社における地位及び担当 備　　　　　考

1 近
こん

藤
どう

勝
かつ

彦
ひこ

代表取締役社長

2 安
あん

藤
どう

朋
とも

也
や

取締役副社長

3 矢
や

田
だ

裕
ひろ

之
ゆき 専務取締役管理本部長兼総務部長兼事業

戦略室長

4 濵
はま

野
の

　 昇
のぼる

常務取締役営業本部長兼鉄構営業部長

5 百 田
だ

陽
よう

一
いち

常務取締役製造本部長兼九州工場長

6 浅
あさ

川
かわ

和
かず

之
ゆき

取締役東日本営業部長兼東京支店長

7 江
え

尻
じり

友
とも

征
ゆき 取締役（当社子会社日本足場ホールディングス株式会社代表取

締役社長兼当社子会社東海ステップ株式会社代表取締役会長）

8 石
いし

野
の

和
かず

浩
ひろ

執行役員西日本営業部長兼開発営業部長

9 金
かな

 井
い

　美
み

智
ち

子
こ

社外取締役

10 丸
まる

山
やま

隆
たか

司
し

社外取締役

再任

再任

再任

再任

ひゃく 再任

再任

再任

新任

再任 社外 独立役員

再任 社外 独立役員
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

1

再任

近
こん

藤
どう

勝
かつ

彦
ひこ

（1959年11月 8 日生）

1984年 6 月　当社入社
1988年 7 月　当社埼玉営業所長
1991年 1 月　当社新規事業北関東営業所長
1992年 6 月　当社取締役新規事業北関東営業所長
1999年 3 月　当社取締役横浜支店長
2002年 6 月　当社取締役業務部長
2007年10月　当社取締役企画部長
2010年 4 月　当社取締役
 三和電材株式会社代表取締役副社長
2011年 6 月　三和電材株式会社代表取締役社長
2013年 1 月　当社取締役企画担当
2013年 6 月　当社代表取締役社長（現任）
2021年 6 月　三和電材株式会社取締役（現任）
2021年10月　栗山アルミ株式会社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
有限会社藤和興産　代表取締役
株式会社藤登興産　代表取締役
三和電材株式会社　取締役
栗山アルミ株式会社　取締役

153,232株

［ 選任理由  ］
　1984年入社以来、営業部門、物流部門、企画部門等に携わる他、電設資材卸売業の三和電材
株式会社の子会社化に伴い、同社代表取締役を務める等の豊富な経験を有しております。
　代表取締役社長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者
であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

2

再任

安
あん

藤
どう

朋
とも

也
や

（1953年 6 月11日生）

1996年 1 月　株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）久喜支店長
1998年 2 月　同行大森支店長
1999年11月　同行尾東尾北地区母店長兼小牧支店長
2002年 2 月　株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）
 上本町法人営業部長兼上本町支店長
2004年 1 月　同行企業部主任調査役
2004年 4 月　同行中之島法人営業部長兼中之島支店長
2006年 4 月　株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）本部審議役
2006年11月　当社出向　総務部長
2007年 6 月　当社入社　総務部長
 当社取締役管理本部長兼総務部長
2009年 6 月　当社常務取締役管理本部長兼総務部長
2010年 4 月　三和電材株式会社取締役
2012年 6 月　当社専務取締役管理本部長兼総務部長
2014年 8 月　中央技研株式会社取締役
2019年 2 月　ヒロセ興産株式会社（現テックビルド株式会社）取締役
2020年 2 月　東海ステップ株式会社取締役
2020年 6 月　当社取締役副社長管理本部長兼総務部長
2021年 1 月　株式会社フコク取締役
2021年 4 月　日本足場ホールディングス株式会社取締役（現任）
2021年 6 月　当社取締役副社長（現任）

（重要な兼職の状況）
日本足場ホールディングス株式会社　取締役

111,200株

［ 選任理由  ］
　株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行後、上記の職務を経験し、2006年当社出
向（2007年入社）以来、金融機関において培った経験を基に管理部門を統括し、また、M&A、
海外進出、人材マネジメントにも従事する等、豊富な経験を有しております。
　取締役副社長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者で
あると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

3
矢
や

田
だ

裕
ひろ

之
ゆき

（1962年７月15日生）

1985年 4 月　当社入社
2006年 6 月　当社横浜支店長
2011年 6 月　当社業務部長
 当社執行役員業務部長
2013年 4 月　当社執行役員西日本営業部長
2016年 6 月　当社取締役西日本営業部長
2018年 4 月　当社取締役西日本営業部長兼事業戦略室長
2019年 6 月　当社取締役営業本部長兼西日本営業部長兼事業戦略室長
2020年 6 月　当社常務取締役営業本部長兼西日本営業部長兼事業戦略室長
2021年 6 月　株式会社フコク取締役（現任）
 東海ステップ株式会社取締役（現任）
 テックビルド株式会社取締役（現任）
 日本足場ホールディングス株式会社取締役（現任）
 当社専務取締役管理本部長兼総務部長兼事業戦略室長（現任）

（重要な兼職の状況）
日本足場ホールディングス株式会社　取締役
テックビルド株式会社　取締役
東海ステップ株式会社　取締役
株式会社フコク　取締役

32,500株

［ 選任理由  ］
　1985年入社以来、営業部門、物流部門、管理部門に携わる等、豊富な経験を有しております。
　管理本部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であ
ると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

4

再任

濵
はま

野
の

　 昇
のぼる

（1970年６月12日生）

1993年 4 月　当社入社
1999年 3 月　当社新規事業北関東営業所長
2000年 8 月　当社新規事業神奈川営業所長
2003年 4 月　当社新規事業京滋営業所長
2012年 9 月　当社新規事業山陽営業所長
2017年 4 月　当社関西支店長
2018年 6 月　当社執行役員鉄構営業部長兼関西支店長
2020年 4 月　当社執行役員鉄構営業部長
2020年 6 月　当社取締役鉄構営業部長
2021年 6 月　当社常務取締役営業本部長兼鉄構営業部長（現任）

16,500株

［ 選任理由  ］
　1993年入社以来、営業部門に携わる等、豊富な経験を有しております。
　営業本部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であ
ると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

再任
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

5

再任

百 田
だ

陽
よう

一
いち

（1957年 9 月10日生）

1995年10月　住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）
小倉製鉄所圧延部分塊工場長

1999年 6 月　同社小倉製鉄所圧延部線材工場長
2002年 6 月　株式会社住友金属小倉（現日本製鉄株式会社）

商品技術部技術サービス室長
2005年 7 月　同社生産部長
2007年 7 月　同社品質総括部長
2009年 1 月　同社カスタマー技術部長
2012年10月　新日鐵住金株式会社（現日本製鉄株式会社）

小倉製鐵所生産部長
2013年 7 月　同社小倉製鐵所技術部長
2014年 4 月　株式会社サンユウ技術品質管理部長
2015年 6 月　同社取締役技術品質管理部長
2016年 6 月　同社執行役員技術品質管理部長
2018年 7 月　当社入社　製造本部顧問
2019年 1 月　当社九州工場長
2019年 6 月　当社取締役製造本部長兼九州工場長
2020年 6 月　当社常務取締役製造本部長兼九州工場長（現任）

11,200株

［ 選任理由  ］
　住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）等にて上記の職務を経験後、2018年7月入社
以来、製造部門の生産効率化及び品質保証に携わる等、とりわけ工場の経営に対する豊富な経験
を有しております。
　製造本部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であ
ると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

6

再任

浅
あさ

川
かわ

和
かず

之
ゆき

（1967年12月24日生）

1990年 4 月　当社入社
2004年 7 月　当社高松営業所長
2011年 6 月　当社大阪支店長
2017年10月　当社東京支店長
2018年 6 月　当社執行役員東日本営業部長兼東京支店長
2019年 6 月　当社取締役東日本営業部長兼東京支店長（現任）

15,800株

［ 選任理由  ］
　1990年入社以来、営業部門等に携わる等、豊富な経験を有しております。
　東日本営業部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者
であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

ひゃく
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

7

江
え

尻
じり

友
とも

征
ゆき

（1965年８月30日生）

1988年 4 月　当社入社
1998年10月　当社静岡営業所長
2002年 1 月　当社金沢営業所長
2007年10月　当社福岡支店長
2013年 4 月　当社業務部長
2015年 6 月　当社海外営業部長
2016年 6 月　当社執行役員海外営業部長
2019年 6 月　当社取締役海外営業部長
2020年 2 月　当社取締役（現任）
  東海ステップ株式会社代表取締役会長（現任）
2021年 4 月　日本足場ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
　日本足場ホールディングス株式会社　代表取締役社長
　東海ステップ株式会社　代表取締役会長

17,300株

［ 選任理由  ］
　1988年入社以来、営業部門、物流部門、海外営業部門、子会社経営等に携わる等、豊富な経
験を有しております。
　子会社代表取締役としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する
者であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

8
石
いし

野
の

和
かず

浩
ひろ

（1967年10月11日生）

1990年 2 月　当社入社
2006年 4 月　当社秋田営業所長
2011年 6 月　当社新潟営業所長
2014年 4 月　当社新潟支店長
2020年 6 月　当社業務部長
2021年 6 月　中央技研株式会社取締役（現任）
 当社執行役員西日本営業部長
2022年 4 月　当社執行役員西日本営業部長兼開発営業部長（現任）

（重要な兼職の状況）
　中央技研株式会社　取締役

13,100株

［ 選任理由  ］
　1990年入社以来、営業部門、物流部門等に携わる等、豊富な経験を有しております。
　西日本営業部長兼開発営業部長としての職責を果たしており、当社の持続的な企業価値向上の
実現に資する者であると判断し、新たに、取締役候補者といたしました。

再任

新任
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

9

金
かな

井
い

　 美
み

智
ち

子
こ

（1955年 6 月16日生）

1990年 4 月　弁護士登録 
大江橋法律事務所（現弁護士法人大江橋法
律事務所）入所

1998年 4 月　同所パートナー
2002年 8 月　弁護士法人大江橋法律事務所　社員（現任）
2007年 6 月　株式会社ユー・エス・ジェイ（現合同会

社ユー・エス・ジェイ）社外監査役
2015年 6 月　当社社外取締役（現任）
 三共生興株式会社社外監査役（現任）
2016年 6 月　IDEC株式会社社外取締役
2018年 6 月　同社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年 6 月　アズワン株式会社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所　社員）
三共生興株式会社　社外監査役
IDEC株式会社　社外取締役（監査等委員）
アズワン株式会社　社外取締役

4,600株

［ 選任理由及び期待される役割の概要 ］
　M&Aや国際取引及び知的財産権等の分野に精通しており、弁護士としての経験・識見を活か
し、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視と助言を行う
ことに適任であります。
　そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、引き続
き、社外取締役候補者といたしました。
　なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記
の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
　また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の
決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

再任 社外 独立役員
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

10

丸
まる

山
やま

隆
たか

司
し

（1948年 6 月23日生）

2004年 6 月　株式会社志摩スペイン村代表取締役社長
2006年 3 月　近鉄レジャーサービス株式会社取締役社長
2007年 6 月　近畿日本鉄道株式会社常務取締役
2011年 4 月　株式会社きんえい代表取締役社長
2017年 6 月　KNT-CTホールディングス株式会社代表取締役社長
2019年 6 月　同社代表取締役会長
2021年 6 月　当社社外取締役（現任）

―株

［ 選任理由及び期待される役割の概要 ］
　近鉄グループにて会社経営等に携わる等、会社の経営に関して豊富な経験を有しており、当社
の経営に有用な助言及び提言をいただくことで、当社の企業価値向上に繋がるものと判断し、引
き続き、社外取締役候補者といたしました。
　また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等
の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

（注） １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 ２．金井美智子及び丸山隆司の両氏は、社外取締役候補者であり、当社は、東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届

出書を提出しております。
 ３．当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）
 　　　　　　　金井美智子氏 　７年
 　　　　　　　丸山隆司氏 　　１年
 ４．金井美智子及び丸山隆司の両氏と当社の間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令の定める最低責任限度額を限

度とする旨の責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
 ５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概

要は、事業報告（36ページご参照）に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれ
ることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

再任 社外 独立役員
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　本総会終結の時をもって監査等委員である取締役　西田範夫、安田加奈、德田　琢の３氏が任期
満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案の提出につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号 氏　　　　　名 当社における地位及び担当 備　　　　　考

1 西
にし

田
だ

範
のり

夫
お

取締役（常勤監査等委員）

2 安
やす

田
だ

加
か

奈
な

社外取締役（監査等委員）

3 德
とく

田
だ

　 琢
たく

社外取締役（監査等委員）

再任

再任 社外 独立役員

再任 社外 独立役員
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

1

西
にし

田
だ

範
のり

夫
お

（1958年11月１日生）

1981年 3 月　当社入社
2005年10月　当社経理部次長
2008年10月　当社監査室次長
2012年 6 月　当社執行役員監査室長
2015年11月　当社執行役員経理部長
2018年 6 月　中央技研株式会社監査役（現任）

三和電材株式会社監査役（現任）
当社常勤監査役

2019年 2 月　ヒロセ興産株式会社（現テックビルド株式会社）監査役（現任）
2020年 2 月　東海ステップ株式会社監査役（現任）
2020年 6 月　当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
2021年 1 月　株式会社フコク監査役（現任）
2021年 4 月　日本足場ホールディングス株式会社監査役（現任）
2021年10月　栗山アルミ株式会社監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
三和電材株式会社　監査役
中央技研株式会社　監査役
日本足場ホールディングス株式会社　監査役
テックビルド株式会社　監査役
東海ステップ株式会社　監査役
株式会社フコク　監査役
栗山アルミ株式会社　監査役

19,600株

［ 選任理由 ］
　1981年入社以来、管理部門、監査部門に携わる等、豊富な経験を有しており、これによる知
識と経験に基づいて、監査等委員である取締役としての役割を果たすことが期待できるため、引
き続き、監査等委員である取締役候補者といたしました。

再任
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

2

安
やす

田
だ

加
か

奈
な

（1969年４月10日生）

1993年10月　センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1997年 4 月　公認会計士登録
2000年 3 月　安田会計事務所設立　同所所長（現任）
2004年 3 月　税理士登録
2009年 9 月　シンポ株式会社社外監査役
2010年 5 月　スギホールディングス株式会社社外監査役（現任）
2016年 6 月　株式会社ゲオホールディングス社外取締役（現任）
2019年 6 月　中央発條株式会社社外取締役（現任）
 当社社外監査役
2020年 6 月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年 9 月　株式会社物語コーポレーション社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
公認会計士（安田会計事務所　所長）
スギホールディングス株式会社　社外監査役
株式会社ゲオホールディングス　社外取締役
中央発條株式会社　社外取締役
株式会社物語コーポレーション　社外取締役

3,500株

［ 選任理由及び期待される役割の概要 ］
　公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、公認会計士の専門的見地から監査等
委員である社外取締役としての役割を果たすことが期待できるため、引き続き、監査等委員であ
る社外取締役候補者といたしました。
　なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記
の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

再任 社外 独立役員
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所 有 す る
当社株式の数

3

德
とく

田
だ

　 琢
たく

（1972年２月５日生）

2000年 4 月　弁護士登録、小澤・秋山法律事務所入所
2003年10月　德田法律事務所入所
2018年10月　京都大学法科大学院非常勤講師
2020年 1 月　德田法律事務所代表弁護士（現任）
2020年 6 月　当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年 4 月　京都大学法科大学院客員教授（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士（德田法律事務所　代表弁護士）

1,800株

［ 選任理由及び期待される役割の概要 ］
　会社法一般及び企業間訴訟等の分野に精通しており、弁護士としての知識と経験に基づき監査
等委員である社外取締役としての役割を果たすことが期待できるため、引き続き、監査等委員で
ある社外取締役候補者といたしました。
　なお、同氏は会社経営には直接関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員
である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

（注） １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 ２．安田加奈及び德田琢の両氏は、社外取締役候補者であり、当社は、東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立役員届出書

を提出しております。
 ３．当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数
 　　　　　　　安田加奈氏　２年
 　　　　　　　德田　琢氏　２年
 ４．安田加奈及び德田琢の両氏と当社の間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令の定める最低責任限度額を限度と

する旨の責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
 ５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概

要は、事業報告（36ページご参照）に記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の
被保険者に含まれることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

再任 社外 独立役員
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（ご参考）取締役及び監査等委員のスキルマトリックス
候補者
番　号 氏　　名 経営経験 営業・

マーケティング 製造・調達 財務・会計 法務・
リスク管理

取締役

1 近
こん

藤
どう

　勝
かつ

彦
ひこ 〇 〇 〇

2 安
あん

藤
どう

　朋
とも

也
や 〇 〇 〇

3 矢
や

田
だ

　裕
ひろ

之
ゆき 〇 〇

4 濵
はま

野
の

　　昇
のぼる 〇

5 百田
だ

　陽
よう

一
いち 〇

6 浅
あさ

川
かわ

　和
かず

之
ゆき 〇

7 江
え

尻
じり

　友
とも

征
ゆき 〇 〇 〇

8 石
いし

野
の

　和
かず

浩
ひろ 〇 〇

9 金
かな

井
い

美
み

智
ち

子
こ 社外 〇

10 丸
まる

山
やま

　隆
たか

司
し 社外 〇 〇

取締役
（監査等　

委員）

1 西
にし

田
だ

　範
のり

夫
お 〇

2 安
やす

田
だ

　加
か

奈
な 社外 〇

3 德
とく

田
だ

　　琢
たく 社外 〇

― 山
やま

岡
おか

美
み

奈
な

子
こ 社外 〇 〇

（注） １．上記一覧表には取締役（監査等委員）候補者以外の現任の取締役（監査等委員）も含まれております。
 ２．上記一覧表は、各取締役及び各取締役（監査等委員）が有する全ての専門性と経験を表すものではありません。

以 上

ひゃく



事　業　報　告
（2021年４月１日から

2022年３月31日まで）
Ⅰ　企業集団の現況に関する事項

１．事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の進
展などにより、非製造業の一部に弱さがみられるものの持ち直してまいりました。しかしながら、
原油や資材価格の高騰などに起因する景気下振れリスクの高まりなど、依然として先行き不透明
な状況が続いております。
　当社グループ関連業界におきましては、民間設備投資に持ち直しの動きがみられるものの、公
共投資や住宅投資が弱含んでおります。
　このような状況のもとで、当社グループは、新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、新規
販売先の開拓や休眠客の掘り起こし、新商材の拡販などの営業活動に取り組んでまいりました。
また、2021年10月には栗山アルミ株式会社を子会社化するなど、当社グループの成長を加速す
る各種施策も推進しております。
　以上の結果、建設需要の回復や資材価格高騰分の販売価格への転嫁に加え、前連結会計年度に
子会社化した株式会社フコク及び当連結会計年度に子会社化した栗山アルミ株式会社の売上高が
寄与し、当連結会計年度の売上高は66,139百万円（前期比11.0％増）と増収になりました。
　利益面につきましては、売上総利益率の低下、運賃及び人件費の増加、連結子会社の増加に伴
う販売費及び一般管理費の増加などを増収効果で吸収したことにより、営業利益は3,594百万円

（同7.1％増）、経常利益は3,810百万円（同10.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
2,284百万円（同46.4％増）と増益になりました。
　当連結会計年度におけるセグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　＜産業資材＞
　建設需要の回復や各種資材の値上げ前の買い込み需要により、木造住宅用金物、現場用品、仮
設足場部材などが堅調に推移したことに加え、前連結会計年度に子会社化した株式会社フコク及
び当連結会計年度に子会社化した栗山アルミ株式会社の売上高が寄与したことにより、当セグメ
ントの売上高は41,430百万円（前期比11.1％増）となりました。

<添付書類>
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　＜鉄構資材＞
　大型物件を中心とした鉄骨需要の回復を受け、ハイテンションボルト、鉄骨部材、鋲螺などが
堅調に推移したことにより、当セグメントの売上高は16,098百万円（前期比14.7％増）となり
ました。

　＜電設資材＞
　工事案件の工期延長、半導体不足による商品供給遅延等、マーケット環境が悪化する中、総合
展示会及びお客様感謝セールを開催するとともに、新商品情報誌の活用等による営業強化、新築
マンション・小売店のLED工事受注及び銅相場高騰に伴い電線関連販売が堅調に推移したことに
より、当セグメントの売上高は8,610百万円（前期比4.4％増）となりました。

２．対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種の進展などに
より、経済活動の回復が期待されるものの、原油や資材価格の高騰に加え、新型コロナウイルス
感染症の新たな変異株による感染再拡大など、先行きは引き続き非常に不透明な状況にあります。
　当社グループ関連業界におきましても、建設需要は長期的には堅調と思われるものの、物件の
進捗遅れや資材価格の高騰に起因する設備投資の抑制などが懸念されます。
　このような状況のもとで、当社グループは、設備投資や人的資本への投資を継続することで生
産性を向上させるとともに、拠点展開や新規販売先の開拓、新商材の拡販などの成長戦略を実行
し、企業価値の増大を図ってまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し
あげます。

３．設備投資等の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は1,694百万円で、その
主なものは、当社の製造部門の生産設備の更新及び増強、子会社の移転営業拠点の土地の取得、子
会社の賃貸用足場部材の取得であります。

４．資金調達の状況
　当連結会計年度の資金調達について、特に記載すべき事項はありません。
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５．財産及び損益の状況の推移
　（1）企業集団の財産及び損益の状況

区　　　　分 第67期
（2019年３月期）

第68期
（2020年３月期）

第69期
（2021年３月期）

第70期
（当連結会計年度）
（2022年３月期）

百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 57,828 60,599 59,562 66,139
百万円 百万円 百万円 百万円

経 常 利 益 4,023 4,177 3,455 3,810

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

百万円 百万円 百万円 百万円

2,748 2,875 1,561 2,284

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 102円65銭 107円46銭 59円60銭 87円26銭

百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 43,820 46,335 49,426 56,009
百万円 百万円 百万円 百万円

純 資 産 26,756 28,387 29,022 32,066

１ 株 当 た り
純 資 産 996円99銭 1,071円09銭 1,110円01銭 1,170円84銭

（注） １． １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づき算出しております。  
なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式（株式付与ESOP信託及び株式給付信託（BBT）が
保有する当社株式を含む）を控除して算出しております。

 ２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結
会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

売上高（連結）

69

59,562

68

57,828

67

66,139

70

60,599

（百万円）

（期）

経常利益（連結）

3,455

69

4,177

68

4,023

67

3,810

70

（百万円）

（期）

親会社株主に帰属する当期純利益

1,561

69

2,875

68

2,748

67

2,284

70

（百万円）

（期）

１株当たり当期純利益（連結）

69

59.60

68

107.46

67

102.65

70

87.26

（円）

（期）
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　（2）当社の財産及び損益の状況

区　　　　分 第67期
（2019年３月期）

第68期
（2020年３月期）

第69期
（2021年３月期）

第70期
(当事業年度）

（2022年３月期）
百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 48,816 48,646 45,247 48,824
百万円 百万円 百万円 百万円

経 常 利 益 3,734 3,855 3,146 3,375
百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 純 利 益 2,581 2,692 1,286 2,188

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 96円40銭 100円63銭 49円12銭 83円58銭

百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 40,087 41,405 43,580 52,006
百万円 百万円 百万円 百万円

純 資 産 25,589 27,122 27,259 28,264

１ 株 当 た り
純 資 産 953円43銭 1,023円32銭 1,042円49銭 1,099円93銭

（注） １． １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づき算出しております。  
なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数は、いずれも自己株式（株式付与ESOP信託及び株式給付信託（BBT）が
保有する当社株式を含む）を控除して算出しております。

 ２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度
に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

売上高

45,247

69

48,646

68

48,816

67

48,824

70

（百万円）

（期）

経常利益

3,146

69

3,855

68

3,734

67

3,375

70

（百万円）

（期）

当期純利益

1,286

69

2,692

68

2,581

67

2,188

70

（百万円）

（期）

25

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類
・
計
算
書
類

監
査
報
告
書

招
集
ご
通
知

事
業
報
告



６．重要な親会社及び子会社の状況
　（1）親会社の状況
　　　　該当事項はありません。

　（2）重要な子会社の状況
会　社　名 資　本　金 当社の出資比率 主要な事業内容

三 和 電 材 株 式 会 社
百万円 %

電設資材卸売業283 100.0

KONDOTEC INTERNATIONAL 
（ T H A I L A N D ） C o . , L t d .

百万タイバーツ % 産業資材、鉄構資材及び電設資材等
の輸出入並びに販売102 99.9

中 央 技 研 株 式 会 社
百万円 %

各種機械器具設計、製造販売45 100.0

日本足場ホールディングス株式会社
百万円 %

足場施工事業を営む子会社の経営管理等50 100.0

テックビルド株式会社
百万円 %

土木建築用足場等の架払工事及びレンタル210 100.0
（100.0)

東海ステップ株式会社
百万円 %

土木建築用足場等の架払工事及びレンタル100 100.0
（100.0)

株 式 会 社 フ コ ク
百万円 %

土木建築用足場等の架払工事及びレンタル33 100.0
（100.0)

栗 山 ア ル ミ 株 式 会 社
百万円 %

アルミ押出型材等の製造販売96 60.9

（注） １．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
 ２．出資比率の（　　）内は、間接保有割合を内数で表示しております。
 ３． 当社は、2021年４月１日付で中間持株会社として日本足場ホールディングス株式会社を設立し、足場施工事業を営む子会社の経

営管理を主な業務とする統括事業を承継させる会社分割（新設分割）を行いました。
 ４． 当社は、2021年10月１日付で栗山アルミ株式会社の普通株式（議決権比率75.7％、発行済株式総数（種類株式を含み自己株式

を除く）に対する持株比率60.9％）を取得し、同社を子会社化いたしました。
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７．主要な事業内容（2022年３月31日現在）
　　  　当社グループは、土木用・建設用・荷役用・船舶用金物、鋼材、溶接資材、鋲螺、機械器具及

び電設資材の製造、販売及び輸出入を主な事業とし、当社グループの製造、販売する主要な製
品・商品等は次のとおりであります。

セグメント 主要な製品・商品等

産 業 資 材

ターンバックル、シャックル、足場吊りチェーン、丸セパレーター、ワイヤ
ロープ、チェーン、コンテナバッグ、ブルーシート、土のう袋、物流荷役機
器、木造住宅金物、型枠部材、仮設足場、現場用品、船舶・港湾関連資材、
鉄鋼二次製品、環境関連資材、街路・緑化関連資材、鉄道関連資材、機械器
具、各種関連工事　他

鉄 構 資 材
ブレース、アンカーボルト、ハイテンションボルト、ボルトナット類、鉄骨
部材、溶接・塗装資材、機械工具、各種関連工事　他

電 設 資 材
照明器具、空調機器、換気扇、分電盤、電線ケーブル、配線器具、エコキュー
ト、太陽光発電機器、家電機器、各種関連工事　他

27

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類
・
計
算
書
類

監
査
報
告
書

招
集
ご
通
知

事
業
報
告



８．主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）
　（1）当社

本　　社（大阪市西区）

東京本社（東京都江東区）

東日本営業部

札 幌 支 店
秋 田 営 業 所
東 京 支 店
横 浜 支 店
八 王 子 営 業 所

（北海道石狩市）
（秋田県秋田市）
（東京都江東区）
（横浜市港北区）
（東京都八王子市）

仙 台 支 店
盛 岡 営 業 所
結 城 営 業 所
新 潟 支 店
静 岡 営 業 所

（仙台市若林区）
（岩手県紫波郡）
（茨城県結城市）
（新潟市東区）
（静岡市葵区）

青 森 営 業 所
郡 山 営 業 所
千 葉 営 業 所
埼 玉 営 業 所

（青森県青森市）
（福島県郡山市）
（千葉市花見川区）
（埼玉県川越市）

西日本営業部

名 古 屋 支 店
大 阪 支 店
高 松 営 業 所
長 崎 営 業 所

（名古屋市中川区）
（大阪市西区）
（香川県高松市）
（長崎県諫早市）

松 本 営 業 所
京 都 営 業 所
広 島 支 店
熊 本 営 業 所

（長野県松本市）
（京都府八幡市）
（広島市安佐南区）
（熊本県上益城郡）

金 沢 営 業 所
神 戸 営 業 所
福 岡 支 店
鹿 児 島 営 業 所

（石川県金沢市）
（神戸市西区）
（福岡市東区）
（鹿児島県霧島市）

海 外 営 業 部（大阪市西区）

開 発 営 業 部 ホームセンターグループ （大阪市港区） 鉄道環境グループ （大阪市西区） eコマースグループ （大阪市西区）

鉄 構 営 業 部

東 北 営 業 所
関 東 支 店
長 野 営 業 所
中 京 支 店
兵 庫 営 業 所
北 九 州 営 業 所

（仙台市若林区）
（埼玉県川越市）
（長野県長野市）
（愛知県一宮市）
（兵庫県小野市）
（福岡県直方市）

福 島 営 業 所
東 関 東 営 業 所
東 海 営 業 所
京 滋 営 業 所
岡 山 営 業 所
九 州 営 業 所

（福島県郡山市）
（千葉市花見川区）
（静岡市葵区）
（京都府八幡市）
（岡山県津山市）
（福岡県久留米市）

北 関 東 支 店
神 奈 川 営 業 所
浜 松 営 業 所
関 西 支 店
山 陽 営 業 所

（茨城県結城市）
（横浜市港北区）
（浜松市東区）
（大阪市西区）
（広島市安佐南区）

業 　 務 　 部（大阪市港区）　　  関東物流センター（茨城県結城市）

札 幌 工 場（北海道石狩市）　   関 東 工 場（茨城県結城市）　   滋 賀 工 場（滋賀県蒲生郡）　   九 州 工 場（福岡県直方市）

（注） 当事業年度末日後の2022年４月１日付で群馬営業所（群馬県高崎市）を開設しております。

　（2）子会社
　　　① 三和電材株式会社

本　　社（名古屋市西区）
本 部 営 業 所
名 東 営 業 所
南 営 業 所
岡 崎 営 業 所
大 阪 営 業 所

（名古屋市西区）
（名古屋市名東区）
（名古屋市南区）
（愛知県岡崎市）
（大阪市西区）

特 販 営 業 部
東 営 業 所
豊 明 営 業 所
半 田 営 業 所
愛 北 営 業 所

（名古屋市西区）
（名古屋市東区）
（愛知県豊明市）
（愛知県半田市）
（愛知県丹羽郡）

住 設 営 業 部
中 川 営 業 所
安 城 営 業 所
岐 阜 営 業 所

（名古屋市西区）
（名古屋市中川区）
（愛知県安城市）
（岐阜県岐阜市）

（注） １．2021年４月１日付で住設営業部（名古屋市西区）を開設いたしました。
 ２．当連結会計年度末日後の2022年４月１日付で組織改編を行い、安城営業所を安城FA営業部へ変更しております。
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　　　② KONDOTEC INTERNATIONAL（THAILAND）Co.,Ltd.（タイ・バンコク市）

　　　③ 中央技研株式会社
本　　社（滋賀県犬上郡）
草 津 営 業 所 （滋賀県草津市）

　　　④ 日本足場ホールディングス株式会社（東京都江東区）

　　　⑤ テックビルド株式会社
本　　社（東京都大田区）
埼 玉 セ ン タ ー
仙 台 営 業 所
京 葉 営 業 所
金 沢 営 業 所
南 大 阪 営 業 所
広 島 営 業 所

（埼玉県狭山市）
（仙台市泉区）
（千葉県柏市）
（石川県金沢市）
（大阪府和泉市）
（広島県廿日市市）

京 葉 セ ン タ ー
福 島 営 業 所
埼 玉 営 業 所
富 山 営 業 所
岡 山 営 業 所
福 岡 営 業 所

（千葉県柏市）
（福島県郡山市）
（埼玉県狭山市）
（富山県富山市）
（岡山市南区）
（福岡県糟屋郡）

神奈川センター
北 関 東 営 業 所
神 奈 川 営 業 所
関 西 営 業 所
福 山 営 業 所

（相模原市緑区）
（茨城県ひたちなか市）
（相模原市緑区）
（大阪市中央区）
（広島県福山市）

（注） １．2021年４月１日付で特建工事課（東日本）を京葉営業所に統合いたしました。
 ２．本社は2021年６月28日付で東京都大田区へ移転いたしました。
 ３．広島営業所は2022年２月24日付で広島県廿日市市へ移転いたしました。
 ４．2022年２月28日付で山口営業所を閉鎖いたしました。

　　　⑥ 東海ステップ株式会社
本　　社（静岡県藤枝市）
磐 田 営 業 所
富 士 営 業 所
横 浜 営 業 所
埼 玉 南 営 業 所
レ ン タ ル 小 山

（静岡県磐田市）
（静岡県富士市）
（横浜市瀬谷区）
（埼玉県越谷市）
（静岡県駿東郡）

焼 津 営 業 所
三 島 営 業 所
八 王 子 営 業 所
特 建 事 業 所
レ ン タ ル 厚 木

（静岡県焼津市）
（静岡県田方郡）
（東京都あきる野市）
（相模原市南区）
（神奈川県厚木市）

清 水 営 業 所
伊 勢 原 営 業 所
千 葉 北 営 業 所
レ ン タ ル 藤 枝

（静岡市清水区）
（神奈川県伊勢原市）
（千葉市稲毛区）
（静岡県藤枝市）

（注） １．2021年６月16日付でレンタル藤枝（静岡県藤枝市）、レンタル小山（静岡県駿東郡）、レンタル厚木（神奈川県厚木市）を開設いたしました。
 ２．特建事業所は2022年１月21日付で相模原市南区へ移転いたしました。

　　　⑦ 株式会社フコク
本　　社（仙台市泉区）
仙 台 セ ン タ ー
郡 山 セ ン タ ー

（仙台市泉区）
（福島県郡山市）

仙 北 セ ン タ ー
宇都宮センター

（宮城県登米市）
（栃木県宇都宮市）

仙 南 セ ン タ ー （宮城県角田市）

　　　⑧ 栗山アルミ株式会社
本　　社（名古屋市中村区）
本 社 工 場 (岐阜県大垣市) 大 阪 支 店 (大阪市淀川区) 名 古 屋 支 店 (名古屋市中村区)
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９．従業員の状況（2022年３月31日現在）
　（1）企業集団の従業員の状況

従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

1,215名 75名増加

（注）１．   従業員数が前連結会計年度末と比べて75名増加しましたのは、主に2021年10月1日付で栗山アルミ株式会社を連結子会社化した
ためであります。

 ２．従業員数は臨時従業員を除いております。

　（2）当社の従業員の状況
従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

733名 12名増加 41.5歳 14.0年

（注）１．  従業員数は当社から子会社中央技研株式会社への出向者２名、子会社日本足場ホールディングス株式会社への出向者３名、子会
社テックビルド株式会社への出向者３名、子会社株式会社フコクへの出向者１名及び子会社栗山アルミ株式会社への出向者２名
を除いております。

 ２．従業員数は臨時従業員を除いております。
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10．主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）
　（1）当社

借　　入　　先 借入金残高
株式会社三菱UFJ銀行 3,000百万円
株式会社みずほ銀行 1,000百万円

　（2）子会社
　　　① 三和電材株式会社

借　　入　　先 借入金残高
株式会社三菱UFJ銀行 100百万円
株式会社中京銀行 100百万円

　　　② 中央技研株式会社
借　　入　　先 借入金残高

株式会社滋賀銀行 30百万円
株式会社三菱UFJ銀行 16百万円

　　　③ テックビルド株式会社
借　　入　　先 借入金残高

株式会社三菱UFJ銀行 383百万円
株式会社みずほ銀行 100百万円

　　　④ 東海ステップ株式会社
借　　入　　先 借入金残高

株式会社静岡銀行 193百万円

　　　⑤ 株式会社フコク
借　　入　　先 借入金残高

株式会社三菱UFJ銀行 88百万円
株式会社七十七銀行 80百万円
株式会社常陽銀行 57百万円
株式会社商工組合中央金庫 22百万円

11．その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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Ⅱ　会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）
１．発行可能株式総数 60,000,000株
２．発行済株式の総数 26,344,400株

（注）  2021年６月22日開催の取締役会において、自己株式を消却することを決議し、2021年８月２日付で自己株式を112,600株消却
いたしました。  
また、2021年12月16日開催の取締役会において、自己株式を消却することを決議し、2022年1月11日付で自己株式を800,000
株消却いたしました。  
これにより、「発行済株式の総数」は前事業年度末に比べ912,600株減少しております。

３．株　　主　　数 7,157名
４．大　　株　　主

株　　主　　名 持 株 数 持株比率
千株 %

有限会社藤和興産 3,014 11.73
BBH FOR FIDELITY LOW―PRICED STOCK FUND

（PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO） 1,546 6.02

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,410 5.49

コンドーテック社員持株会 1,352 5.27

大阪中小企業投資育成株式会社 1,247 4.85

株式会社Fプランニング 900 3.50

株式会社三菱UFJ銀行 753 2.93

株式会社藤登興産 676 2.63

近藤　雅英 664 2.59

近藤　純位 633 2.47
(注) １． 当社は自己株式647千株を保有しておりますが、上記「大株主」には含めておりません。
 ２． 持株比率は自己株式647千株を除いて算出しております。
 ３．  2019年９月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書（№６）においてフィデリティ投信株式会社が、

2019年９月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質保有
株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主」では考慮しておりません。

   なお、当該変更報告書の内容は下記のとおりであります。
氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

エフエムアール　エルエルシー（FMR LLC） 2,656千株 9.74%
 ４．  2022年４月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書（№１）において株式会社三菱UFJフィナンシャ

ル・グループが、2022年３月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在
における実質保有株式数の確認ができておりませんので、上記「大株主」では考慮しておりません。

   なお、当該変更報告書の内容は下記のとおりであります。
氏名又は名称 保有株券等の数 株券等保有割合

株式会社三菱UFJ銀行 753千株 2.86%
三菱UFJ信託銀行株式会社 516千株 1.96%
三菱UFJ国際投信株式会社 86千株 0.33%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 278千株 1.06%

合　計 1,634千株 6.21%
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５．当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 137,000株 ８名

（注） １．   当社の株式報酬の内容につきましては、当事業報告の「Ⅳ　会社役員に関する事項」の「３．取締役の報酬等」に記載しております。
 ２．   上記は、退任した取締役に対して交付された株式も含めて記載しております。
 ３．   上記は、2021年６月22日開催の第69回定時株主総会決議に基づく、株式給付信託制度から譲渡制限付株式報酬制度への移行措

置として、2021年７月14日付で付与された譲渡制限付株式105,400株も含めて記載しております。

６．その他株式に関する重要な事項
　当社は、2021年11月９日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議いたしました。

取得対象株式の種類 普通株式
取得し得る株式の総数  1,000,000株（上限）
株式の取得価額の総額  900百万円（上限）
取得期間 2022年１月４日から2022年10月31日まで
取得理由 株主還元の充実を図るとともに、資本効率の向上及び経営環境に応

じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため

　上記取締役会決議に基づき当事業年度中に取得した自己株式の状況
取得した株式の総数  585,400株
株式の取得価額の総額  609百万円

Ⅲ　会社の新株予約権等に関する事項
　　該当事項はありません。
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Ⅳ　会社役員に関する事項

１．当事業年度末日における取締役
地　　　位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 近 藤 勝 彦
有限会社藤和興産　代表取締役
株式会社藤登興産　代表取締役
三和電材株式会社　取締役
栗山アルミ株式会社　取締役

取 締 役 副 社 長 安 藤 朋 也 日本足場ホールディングス株式会社　取締役

専 務 取 締 役 矢 田 裕 之

管理本部長兼総務部長兼事業戦略室長
日本足場ホールディングス株式会社　取締役
テックビルド株式会社　取締役
東海ステップ株式会社　取締役
株式会社フコク　取締役

常 務 取 締 役 濵 野 　 昇 営業本部長兼鉄構営業部長
常 務 取 締 役 百 田 陽 一 製造本部長兼九州工場長
取 締 役 浅 川 和 之 東日本営業部長兼東京支店長

取 締 役 江 尻 友 征 日本足場ホールディングス株式会社　代表取締役社長
東海ステップ株式会社　代表取締役会長

取 締 役 金　井　美智子
弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所　社員）
三共生興株式会社　社外監査役
IDEC株式会社　社外取締役（監査等委員）
アズワン株式会社　社外取締役

取 締 役 丸 山 隆 司

取 締 役
（常勤監査等委員） 西 田 範 夫

三和電材株式会社　監査役
中央技研株式会社　監査役
日本足場ホールディングス株式会社　監査役
テックビルド株式会社　監査役
東海ステップ株式会社　監査役
株式会社フコク　監査役
栗山アルミ株式会社　監査役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 安 田 加 奈

公認会計士（安田会計事務所　所長）
スギホールディングス株式会社　社外監査役
株式会社ゲオホールディングス　社外取締役
中央発條株式会社　社外取締役
株式会社物語コーポレーション　社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 德 田 　 琢 弁護士（德田法律事務所　代表弁護士）

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 山　岡　美奈子 日華化学株式会社　社外取締役
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（注） １．取締役金井美智子氏、取締役丸山隆司氏、取締役（監査等委員）安田加奈氏、取締役（監査等委員）德田琢氏及び取締役（監査
等委員）山岡美奈子氏は、社外取締役であり、当社は、東京証券取引所に対して、五氏を独立役員とする独立役員届出書を提出
しております。

 ２．取締役（監査等委員）安田加奈氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであ
ります。

 ３．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、西田
範夫氏を常勤の監査等委員として選任しております。

 ４．2021年６月22日開催の第69回定時株主総会において、丸山隆司氏は取締役に、山岡美奈子氏は取締役（監査等委員）に、新た
に選任され、就任いたしました。

 ５．2021年６月22日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって、取締役矢野雅彦氏及び取締役大和正史氏は任期満了により、退
任いたしました。

 ６．当事業年度中の取締役の地位及び担当の異動については次のとおりであります。

氏　　　名 新 旧 異動年月日
安 藤 朋 也 取締役副社長 取締役副社長管理本部長兼総務部長  2021年 ６ 月 22 日

矢 田 裕 之 専務取締役管理本部長兼総務部長兼
事業戦略室長

常務取締役営業本部長兼西日本営業
部長兼事業戦略室長  2021年 ６ 月 22 日

濵 野 　 昇 常務取締役営業本部長兼鉄構営業部長 取締役鉄構営業部長  2021年 ６ 月 22 日

 ７．当事業年度中の取締役の重要な兼職の異動については次のとおりであります。

氏　　　名 新 旧 異動年月日

近 藤 勝 彦
三和電材株式会社取締役 ―  2021年 6 月 11 日
栗山アルミ株式会社取締役 ―  2021年 10 月 1 日

安 藤 朋 也

日本足場ホールディングス株式会社取締役 ―  2021年 4 月 1 日
― 中央技研株式会社取締役  2021年 6 月 10 日
― 三和電材株式会社取締役  2021年 6 月 11 日
― 株式会社フコク取締役  2021年 6 月 15 日
― 東海ステップ株式会社取締役  2021年 6 月 16 日
― テックビルド株式会社取締役  2021年 6 月 17 日

矢 田 裕 之

株式会社フコク取締役 ―  2021年 6 月 15 日
東海ステップ株式会社取締役 ―  2021年 6 月 16 日
テックビルド株式会社取締役 ―  2021年 6 月 17 日
日本足場ホールディングス株式会社取締役 ―  2021年 6 月 18 日

江 尻 友 征 日本足場ホールディングス株式会社代表取締役社長 ―  2021年 4 月 1 日

西 田 範 夫
日本足場ホールディングス株式会社監査役 ―  2021年 4 月 1 日
栗山アルミ株式会社監査役 ―  2021年 10 月 1 日

安 田 加 奈
― シンポ株式会社社外監査役  2021年 9 月 24 日

株式会社物語コーポレーション社外取締役 ―  2021年 9 月 28 日
山 　 岡 　 美 奈 子 ― 株式会社アンズコーポレーションCMM事業担当取締役  2021年 10 月 31 日
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２．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　　  　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約の被保険者は当社及び当事業報告「Ⅰ　企業集団の現況に関する
事項」の「６．重要な親会社及び子会社の状況」の「（２）重要な子会社の状況」に記載の当社
子会社の取締役等（監査等委員である取締役及び社外取締役並びに当事業年度中に在任していた
者を含む。）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

　　  　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補する
ものであります。

　　  　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、損害が被保険者のコ
ンプライアンス違反に基づくものである場合には填補の対象としないこととしております。

３．取締役の報酬等
（１）役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　　  　当社は、2021年２月９日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。

以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
　　  　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定

方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの
答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　　  　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

　　 ①  取締役の報酬を決定するに当たっての基本方針
　　　   　当社は、グループ会社の実現に向けた中期経営計画の達成を図る目的で、以下を基本的な考

え方とする。
　　　　　    ・当社グループの持続的発展と中長期的な企業価値向上
　　　　　    ・株主と利益意識の共有できる報酬体系
　　　　　    ・報酬の決定プロセスの客観性・透明性の確保
　　　   　当社の取締役の報酬構成は、固定報酬と株式報酬及びインセンティブ報酬として中期経営計

画の目標達成に給付する業績連動型株式報酬で構成し、個々の取締役の報酬決定に際しては各
職責を踏まえた適正な水準とするものとする。
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　　 ②  固定報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　　　   　当社の取締役の固定報酬は、月例固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、

当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

　　 ③  業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
　　  （ⅰ）株式報酬
　　　　   　当社の株式報酬は、業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によ

るメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績向上
と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした「株式報酬」として、役位と職
責に基づき当社の株式を付与するものとする。

　　　　   　なお、取締役等が当社株式を受ける時期は、原則として取締役等の退任時に行うものとす
る。

　　  （ⅱ）業績連動型株式報酬
　　　　   　当社の業績連動報酬は、インセンティブ報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識

を高めることを目的として業績指標を反映した株式報酬とした「業績連動型株式報酬」とし
て、各事業年度の連結経常利益の目標値達成に基づき、毎年、一定の時期に株式を付与する
こととする。

　　　　   　なお、取締役等が当社株式を受ける時期は、原則として取締役等の退任時に行うものとす
る。

　　 ④  金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関す
る方針

　　　   　取締役の報酬体系の割合については、当社の同程度の事業規模や関連する業種・業態に属す
る企業ベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬のウエイトが高まる構
成とし、報酬総額に占める株式での報酬比率は、各事業年度の連結経常利益の目標達成時に概
ね10％～15％となるように設計するものとする。

　　  ⑤ 取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項
　　　   　個人別報酬額については、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの客観性・透明性を

確保し、説明責任を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問機関である
指名報酬委員会における審査結果を踏まえ、取締役会の決議により決定するものとする。
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（２）当事業年度に係る報酬等の総額等

区　分 支給人員
報酬等の種類別の総額

支給額
基本報酬 株式報酬 業績連動型

株式報酬
取締役（監査等委員を除く。） 11名 188百万円 31百万円 12百万円 231百万円

取締役（監査等委員） 4名 32百万円 ―  百万円 ―  百万円 32百万円

計 15名 220百万円 31百万円 12百万円 263百万円

（注）１． 取締役（監査等委員を除く。）及び取締役（監査等委員）に対する支給額（基本報酬）には、社外取締役３名及び社外取締役（監
査等委員）３名に対する支給額26百万円が含まれております。

 ２． 取締役（監査等委員を除く。）の支給人員には、2021年６月22日開催の第69回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役
２名が含まれております。

 ３． 業績連動型株式報酬に係る業績指標は、連結経常利益目標（3,500百万円）に対してであり、その実績は3,810百万円であります。
当該指標を選択した理由は、インセンティブ報酬として事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めることを目的としたからで
あります。

   当社の業績連動型株式報酬は、毎年一定の時期に、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、
譲渡制限付株式を付与するもので、個別の取締役に付与する譲渡制限付株式は、役位、職責を考慮しております。

   なお、当事業年度において業績連動型株式報酬に係る業績指標の目標に対して達成したため、業績連動型株式報酬を付与してお
ります。

 ４． 株式報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は上記「（１）役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであ
ります。また、当事業年度における交付状況は当事業報告の「Ⅱ会社の株式に関する事項」の「５．当事業年度中に職務執行の
対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

 ５． 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等の額は、2020年６月24日開催の第68回定時株主総会において、年額300百万円以内（う
ち社外取締役分年額20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議しております。当該定時株主
総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は10名（うち社外取締役は２名）であります。

   また、2021年６月22日開催の第69回定時株主総会において上記の取締役の報酬額とは別枠で、取締役（監査等委員及び社外取
締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度として、譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当社株式の総数は年
間73,800株以内とし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額120百万円以内（使用人兼務取締役の使用
人分としての給与は含まない。）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）
の員数は７名であります。

 ６． 取締役（監査等委員）の報酬等の額は、2020年６月24日開催の第68回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議してお
ります。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名であります。
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４．社外役員に関する事項
　（1）他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

区　分 氏　　　名 兼職の状況 当該法人等との関係

取 締 役 金　井　美智子

弁護士法人大江橋法律事務所　社員
三共生興株式会社　社外監査役
IDEC株式会社　社外取締役（監査等委員）
アズワン株式会社　社外取締役

当社と兼職先との間には特別
の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 安 田 加 奈

安田会計事務所　所長
スギホールディングス株式会社　社外監査役
株式会社ゲオホールディングス　社外取締役
中央発條株式会社　社外取締役
株式会社物語コーポレーション　社外取締役

当社と兼職先との間には特別
の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 德 田 　 琢 德田法律事務所　代表弁護士 当社と兼職先との間には特別

の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 山　岡　美奈子 日華化学株式会社　社外取締役 当社と兼職先との間には特別

の関係はありません。
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　（2）当事業年度における主な活動状況

区　分 氏　　　名 出席状況及び発言状況
並びに社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 金　井　美智子

　当事業年度開催の取締役会12回の全てに出席し、主に弁護士としての専
門的見地からの発言を行っており、特にM&Aについて専門的な立場から監
督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。
　また、指名報酬委員会の委員として、当事業年度開催の同委員会２回の
全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬
等の決定過程における監督機能を担っております。

取 締 役 丸 山 隆 司

　2021年６月22日就任後開催の取締役会10回の全てに出席し、他社での
豊富な企業経営経験と高い見識から発言を行っており、特にM&Aについ
て監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。
　また、指名報酬委員会の委員として、就任後開催の同委員会１回の全て
に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の
決定過程における監督機能を担っております。

取 締 役
（監査等委員） 安 田 加 奈

　当事業年度開催の取締役会12回の全てに、また、監査等委員会16回の
全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地からの発言を行ってお
り、特にM&Aについて専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてお
ります。
　また、監査等委員会においては、当社の内部統制等について、適宜、必
要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 德 田 　 琢

　当事業年度開催の取締役会12回の全てに、また、監査等委員会16回の
全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っており、
特にM&Aについて専門的な立場から監督、助言等を行うなど、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。
　また、監査等委員会においては、当社の内部統制等について、適宜、必
要な発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 山　岡　美奈子

　2021年６月22日就任後開催の取締役会10回のうち８回に出席し、また、
就任後開催の監査等委員会13回のうち11回に出席し、他社での豊富な企
業経営経験と高い見識から発言を行っており、特にM&Aについて監督、助
言等を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。
　また、監査等委員会においては、当社の内部統制等について、適宜、必
要な発言を行っております。
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５．責任限定契約の内容の概要
　　  　会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役金井美智子氏、社外取締役丸山隆司氏、社

外取締役（監査等委員）安田加奈氏、社外取締役（監査等委員）德田琢氏及び社外取締役（監査
等委員）山岡美奈子氏と、同法第423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令の定める最低責
任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
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Ⅴ　会計監査人の状況

１．会計監査人の名称
　　　有限責任監査法人トーマツ

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39百万円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39百万円

（注） １．  当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の
額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記
載しております。

 ２．  当社の重要な子会社のうち、KONDOTEC INTERNATIONAL（THAILAND）Co.,Ltd.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又
は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

 ３．  当社監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の
監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っており
ます。

３．非監査業務の内容
　　  　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務（非監査

業務）を委託しておりません。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　　  　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
　　  　なお、監査等委員会は、会計監査人の監査の品質及び継続監査年数等を勘案しまして、再任も

しくは不再任の決定を行う方針です。
　　  　また、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であ

ると認められる場合、取締役会は、監査等委員会の決定に基づいて会計監査人の解任又は不再任
の議案を株主総会に提出いたします。

５．責任限定契約の内容の概要
　　　該当事項はありません。
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Ⅵ　会社の体制及び方針

　次に掲げる事項につきましては、法令並びに当社定款第15条の規定に基づきインターネット上の当
社ホームページ（https://www.kondotec.co.jp/ir/stocksinfo/meeting.html）の「第70回定時株
主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」に掲載しております。

１．業務の適正を確保するための体制
２．業務の適正を確保するための体制の運用状況 
３．会社の支配に関する基本方針

◎本事業報告中の記載金額及び持株数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
　また、１株当たり指標及び比率は、表示単位未満を四捨五入しております。
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連　結　貸　借　対　照　表
（2022年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資　産　の　部 負　債　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
そ の 他
無 形 固 定 資 産
の れ ん
顧 客 関 連 資 産
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

34,636
10,164
4,320
8,809

70
2,861
5,828

687
666

1,232
△ 6

21,373
15,011

3,314
1,625
9,164

907
5,368
3,876
1,370

121
993
326
287
141
244
△ 6

流 動 負 債 21,983
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,346
電 子 記 録 債 務 9,114
短 期 借 入 金 4,610
一年内返済予定の長期借入金 214
未 払 法 人 税 等 814
賞 与 引 当 金 820
そ の 他 2,062
固 定 負 債 1,959

長 期 借 入 金 347
繰 延 税 金 負 債 917
再評価に係る繰延税金負債 178
株 式 給 付 引 当 金 17
退 職 給 付 に 係 る 負 債 283
そ の 他 214
負 債 合 計 23,942

純　資　産　の　部
株 主 資 本 31,342

資 本 金 2,666
資 本 剰 余 金 2,434
利 益 剰 余 金 26,903
自 己 株 式 △ 661
その他の包括利益累計額 △1,255

その他有価証券評価差額金 121
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 53
土 地 再 評 価 差 額 金 △ 1,510
為 替 換 算 調 整 勘 定 45
退職給付に係る調整累計額 35
非 支 配 株 主 持 分 1,979
純 資 産 合 計 32,066

資 産 合 計 56,009 負 債 ・ 純 資 産 合 計 56,009
（注） 百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。
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（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 66,139
売 上 原 価 51,408

売 上 総 利 益 14,730
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,136

営 業 利 益 3,594
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3
受 取 配 当 金 6
仕 入 割 引 123
匿 名 組 合 投 資 利 益 39
そ の 他 71 245

営 業 外 費 用
支 払 利 息 15
そ の 他 14 29
経 常 利 益 3,810

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 6
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1
新 株 予 約 権 戻 入 益 0 9

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 7
固 定 資 産 除 却 損 10
投 資 有 価 証 券 売 却 損 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 9
業 績 連 動 型 株 式 報 酬 制 度 終 了 損 120 147

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,672
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,339
法 人 税 等 調 整 額 30 1,369
当 期 純 利 益 2,303
非支配株主に帰属する当期純利益 18
親会社株主に帰属する当期純利益 2,284

（注）百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

連　結　損　益　計　算　書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
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（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資　産　の　部 負　債　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
土 地
そ の 他
無 形 固 定 資 産
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

26,106
6,380
3,572
6,590
2,565
5,263

284
465
986
△0

25,900
9,724
2,390

111
1,618

19
5,490

93
62
62

16,114
296

15,432
177
90

122
△ 5

流 動 負 債 23,530
支 払 手 形 3
買 掛 金 3,082
電 子 記 録 債 務 9,114
短 期 借 入 金 4,000
関 係 会 社 短 期 借 入 金 4,700
未 払 法 人 税 等 663
賞 与 引 当 金 685
そ の 他 1,281
固 定 負 債 211

再評価に係る繰延税金負債 178
株 式 給 付 引 当 金 17
退 職 給 付 引 当 金 2
そ の 他 12
負 債 合 計 23,741

純　資　産　の　部
株 主 資 本 29,601
資 本 金 2,666
資 本 剰 余 金 2,434
資 本 準 備 金 2,434
利 益 剰 余 金 25,162
利 益 準 備 金 216
そ の 他 利 益 剰 余 金 24,945

圧 縮 記 帳 積 立 金 209
別 途 積 立 金 7,610
繰 越 利 益 剰 余 金 17,125

自 己 株 式 △661
評価・換算差額等 △1,337
その他有価証券評価差額金 120
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 53
土 地 再 評 価 差 額 金 △ 1,510
純 資 産 合 計 28,264

資 産 合 計 52,006 負 債 ・ 純 資 産 合 計 52,006
（注）百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

貸　借　対　照　表
（2022年３月31日現在）
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（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 48,824
売 上 原 価 37,915

売 上 総 利 益 10,909
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,571

営 業 利 益 3,338
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 13
仕 入 割 引 24
受 取 賃 貸 料 5
そ の 他 13 57

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10
そ の 他 9 19
経 常 利 益 3,375

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1
新 株 予 約 権 戻 入 益 0 2

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 0
固 定 資 産 除 却 損 0
業 績 連 動 型 株 式 報 酬 制 度 終 了 損 120 121

税 引 前 当 期 純 利 益 3,255
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,058
法 人 税 等 調 整 額 9 1,067
当 期 純 利 益 2,188

（注）百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。

損　益　計　算　書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

47

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

監
査
報
告
書

招
集
ご
通
知

連
結
計
算
書
類
・
計
算
書
類



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 生 越 栄 美 子
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 見 勝 文

コンドーテック株式会社
　取締役会　御中

2022年5月12日

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、コンドーテック株式会社の2021年4月1日か
ら2022年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、コンドーテック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作
成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
　
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
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を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽
減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
 以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 生 越 栄 美 子
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 見 勝 文

コンドーテック株式会社
　取締役会　御中

2022年5月12日

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、コンドーテック株式会社の2021年4月1
日から2022年3月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作
成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した
内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し
たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽
減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第70期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　　  　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議

の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

　　①  　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　②  　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み
については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えまし
た。

　　③  　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　　  　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果
　（1） 事業報告等の監査結果
　　①  　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。
　　②  　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。
　　③  　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。
　　　  　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。
　　　  　なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において取締役等から内

部統制は「有効」である旨、また有限責任監査法人トーマツから「開示すべき重要な不備は認識
していない」旨の報告を書面で受けております。

　　④  　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの
各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、
かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

　（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　（3） 連結計算書類の監査結果
　　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　2022年5月12日

コンドーテック株式会社　監査等委員会
常 勤 監 査 等 委 員 西 田 範 夫 ㊞
監 査 等 委 員 安 田 加 奈 ㊞
監 査 等 委 員 德 田 　 琢 ㊞
監 査 等 委 員 山　岡　美奈子 ㊞

（注） 監査等委員安田加奈及び德田　琢並びに山岡美奈子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
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株主総会会場ご案内図

見やすいユニバーサルデザイン
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場 所 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）12階　特別会議場
大阪市北区中之島五丁目3番51号

交通機関
●京阪電鉄中之島線　中之島（大阪国際会議場）駅…………2番出口すぐ
●JR大阪環状線　福島駅…………………………………………徒歩約15分
●JR東西線　新福島駅……………………………………………3番出口より徒歩約10分
●阪神電鉄本線　福島駅…………………………………………3番出口より徒歩約10分
●大阪メトロ　阿波座駅………………………………………… 中央線1号出口・千日前線9号出口より徒歩約15分
●大阪シティバス………………………………………………… JR大阪駅前バスターミナルより、「53系統　船津橋行」又は「55系統　鶴町四

丁目行」で約15分「堂島大橋」バス停下車すぐ
●中之島ループバスふらら……………………………………… 大阪メトロ・京阪淀屋橋駅バス停（4番出口・住友ビル前）より約15分「リー

ガロイヤルホテル・大阪国際会議場前」バス停下車すぐ
●シャトルバス…………………………………………………… JR大阪駅西側（高架下）から「リーガロイヤルホテル」間で運行


